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第第第第第55555 回回回回回：：：：：ウィリアム･トンプソンの協同思想

　　　　　　　　　　　　　女性解放と協同コミュニティ

中川雄一郎（協同総研理事長／明治大学）

トンプソン：ベンサム主義者/オウエン主義
者/リカード派社会主義者

　先回（第4回）の末尾に今回は協同組合コン
グレスとレディ・バイロンについて記す、と書いて
おいたが、イギリス協同思想家のなかにあって
ウィリアム・トンプソンを省くことは―たとえ彼が労
働者生産協同組合と直接的に結びつかないとし
ても―怠惰の謗りを免れないと思われるので、今
回は非常に人間的な経済学者であり協同思想家
であったウィリアム･トンプソンについて語らせてい
ただくことにする。

　アイルランド・コーク州の地主階級出身のウィリ
アム・トンプソンは、一方で、功利主義者のジェ
レミィ・ベンサムに師事して、功利主義原理を彼
の社会思想と経済理論の「指導原理」である、
と主張し、他方で、ロバート・オウエンの「分配
の平等」を彼の「全労働収益権論」（あるいは
「労働全収益権論」）にとっての合理的原理であ
る、と強調して、「生まれと人種、富と性の相違
を超越する」理念を展開した傑出したオウエン
主義者であった。　
　トンプソンにとって、ベンサムの功利主義のス
ローガン「最大多数の最大幸福」は、一方で、
人間を、すなわち、男も女も大人も子供も「快楽

を最大にし、苦痛を最小にする」点で同質化さ
れ、他方で、「富の平等な分配」において「多
数者の幸福が少数者の幸福に優先する」ように
なされることを意味した。それに加えて、トンプソ
ンは「全労働収益権論」―すべての労働の生産
物は生産者にその所有権が属する、という理論
―をもっとも精巧に展開した「協同社会主義者」
であった。「全労働収益権を中心とする限り、社
会主義思潮はウィリアム・トンプソンの著書作に
おいて完成された形で現われている」、とアント
ン・メンガーは彼の有名な著書『全労働収益権』
（1891年）で述べている。
　1899年にH．S．フォックスウェルはメンガー
の『全労働収益権』の英訳書に序論を付し、そ
のなかでトンプソンを「リカード派社会主義者」の
一人だと称した。マルクスもエンゲルスもトンプソ
ンの経済理論に注目したが、エンゲルは、『資本
論』第2巻の序文で、リカード派社会主義者た
ちを「1820年代にリカードの価値、剰余価値論
の矛先をプロレタリアートのために資本主義生産
に向け、ブルジョアジー自身の武器でブルジョワ
ジーを攻撃している」人たちであると特徴づけ、ト
ンプソンをはじめとするリカード派社会主義者を
高く評価した。現在でもなおトンプソンたちは経
済学史の領域において「リカード派社会主義者」
の重要な人物として研究の対象となっている。
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　リカード派社会主義者たちは、多かれ少なか
れ、協同コミュニティに言及しているが、トンプソ
ンは協同コミュニティについて他のリカード派社会
主義者よりもはるかに明確に、そしてはるかに多
く言及しているし、またはるかに実践的であった。
この点は､トンプソンがオウエン主義者であったこ
とと関係している。トンプソンは次の4つの書物
を著わしており（これらの著書のタイトルは非常に
長いので、一般に用いられているタイトルで簡潔
に示す）、そのいずれにおいても協同コミュニティ
に言及している1)。
(1)『富の分配の原理の研究』（1824年）
(2)『人類の半数たる女性の訴え』（1825年）
(3)『労働報酬論』（1827年）
(4)『実践的指針』（1830年）

　これらの著書のうち、最後の『実践的指針』は
文字通りの「協同コミュニティ建設のための指
針」である。本稿では、メアリィ・ウルストンクラー
フト（『女性の権利の擁護』1792年）およびジョ
ン・ステュアート・ミル（『女性の従属』1861年）
と並ぶ「イギリス三大女性解放論者」と称されて
いる―しかし、何故か、この点はあまり知られて
いないことからも―トンプソンのために、『女性の
訴え』に焦点を合わせて彼の協同思想を論じる
ことにしよう。協同組合運動が「女性解放」に大
きな関心を払ってきたことの1つの源がトンプソン
にあることを、われわれはやがて知ることになろう。

トンプソン：女性解放論者
　
　「トンプソンの生きた時代にあっては、女性の従
属は一般的に正当なこと、普通のことだと見なさ
れていた」2）、とトンプソン研究者のパンカースト
が述べているように、女性は、支配階級の女性
であれ被支配階級の女性であれ、どこでも常に
男性に対して従属的な地位に置かれていた。結
婚は「法律上の保護」を女性から奪うことを意味

したし、家父長的家族制度と財産の長子相続は
女性の経済的独立に対する大きな障害であった。
同時に、産業革命の進展に伴うイギリス資本主
義の発展は女性を労働者として工場のなかに引
き込むのであるが、皮肉にも、女性は、工場労
働者として「家庭の孤立した奴隷状態を免れる
ことによって、また工場生活の集団的拘束を受け
入れることによって彼女たちの有用さを実証し、
独立意識の展開の道を準備していく」3）ことにな
る。他方、新興勢力となった産業資本家や中産
階級層は、私有財産制度を絶対的に維持する
ために、消費を単位とする家族制度を擁護し、
女性に対しては依然として男性への従属を強い
た。このような社会背景の下で、産業資本のイ
デオログーとしてのベンサムは、男女の同質化を
正当化する「最大多数の最大幸福」に基づく
「男女の政治的権利の平等」を説いたにもかか
わらず、家族内での女性の地位は「従属的」で
あることを一貫して主張した。すなわち、ベンサ
ムは、家長を財産の唯一の担い手とし、その限
りでのみ男女の政治的権利の平等を説いたので
あった。ベンサムにあっても、女性は、家庭的に
も、したがってまた、社会的にも依然として男性
に対して従属的な地位に置かれていたのである。
　女性の側から「女性解放」を論じたメアリィ・ウ
ルストンクラーフトは、本来「もっとも自然な状態
にある」と彼女がそう見なした「独立自営の中産
階級の女性」たちが、産業革命の波を被りはじ
めた「独立自営」の零落と共に次第に「中産階
級的特性を喪失していった」ために男性と比べ
て不平等な地位しか与えられなくなったと考え、
彼女たちがかつて保持していた社会的地位を取
り戻すためには何よりも「彼女たちの失われた特
性」を回復させる「道徳的改善」を志向すべき
だとした。独立自営の中産階級の零落がその階
級の女性たちから社会的地位を奪っていったにも
かかわらず、彼女は、零落の結果としての「中
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産階級的な道徳的特性の喪失」を「道徳的改
善」によって取り戻そうとしたのである。換言す
れば、ウルストンクラーフトは、夫であり父である
独立経営者の下で生活し、かつその「独立経
営」を担っていた女性たちが直接的な生産から
排除されつつあった状況の下では、女性の地位
の向上を経済的独立に求めることができなかった
のである。したがって、彼女は、教育あるいは「理
性の覚醒」を通じて女性が人格的に独立し、そ
れによって職業的にも独立することで男性への経
済的従属から解放される、という道筋を考えたの
である。このように、ウルストンクラーフトは主客
転倒の生活規範を前提にした女性解放を論じた
のであるが、それでもなお、女性の人格的独立
によって「経済的従属からの解放、婚姻による従
属からの解放、政治的従属からの解放」を実現
しようとした4）彼女の先駆的業績は高く評価され
得るのである。
　時代的にはウルストンクラーフトとジョン・ステュ
アート・ミルのほぼ中間に位置するウィリアム・
トンプソンの『人類の半数たる女性の訴え』（以
下『訴え』）には、ウルストンクラーフトの『女性
の権利の擁護』に見られたいくつかの欠点を、と
りわけ「既存の社会体制に対する根本的な批
判」の弱さを乗り越えようとの意図が読み取れ
る。女性の従属の真因を追求し、女性解放の
パースペクティヴを明確にしなければならない、と
トンプソンは訴えたのである。
　トンプソンは、『訴え』を書く際にアンナ・ウィラー
（ウィラー夫人）の協力を得ているが、実際のとこ
ろ、男性が女性の政治的権利を基礎とする女性
解放を論じる場合には社会意識のある女性の協
力は不可欠であったろう。「トンプソンの女性解放
の擁護は、アンナ・ウィラーによって強められたこ
とは明らかである。彼女の強い個性と辛い体験
は、トンプソンの著書に辛辣さと語勢を加えた」5）、
とのパンカーストの主張は正鵠を射ている。トン

プソン自身も『訴え』のなかで次のように述べて､
ウィラー夫人の協力に感謝している。「（『訴え』
の）以下の数ページは専らあなたの精神とペンに
よって生みだされ、あなた自身の手で書かれたも
のです。残りの部分は私たちの共有財産です。
私はあなたの解説者であり､あなたの感情の記述
者なのですから」6）、と。ウィラー夫人は、ロバー
ト・オウエンと交際があり、協同コミュニティの建
設運動にも理解を示したし、サン・シモン主義者
やフーリエ主義者とも交友のあったことが知られて
いるが7）、この点でもトンプソンにとっては素晴ら
しい有益な友人であった。またトンプソンと彼女と
の思想的親交およびトンプソン自身の女性解放
思想と協同社会思想を簡潔に語ってくれている、
トンプソンのウィラー夫人への「献呈の辞」の次
のような短い一節のなかにわれわれはトンプソン
の「女性解放と協同コミュニティ」との思想的、
実践的関係を垣間見ることができるのである。

　あなたは、仁愛の原理が恐怖の原理に
取って代わることになる社会、不安に満ち
た個人的競争が相互協同と共同所有に
席を譲ることになる社会、自発的な
アソシエーション

連帯組織を形成する多数の男女の個々人
がすべての有用な欲求を満たすためにお
互いが共通の保証人になり、また保険が
掛けられるすべての不慮の災難に対しては
無給であるのに破産することのない保険会
社のようなものを形成することになる社会、
表現の完全な自由と完全な平等が協同組
合人の間に行きわたるであろう社会、すべ
ての人の子供たちが等しく教育を受けるで
あろう社会、また長いこと個人的な気まぐ
れの奴隷とされてきたこれらの子供たちで
さえ、全体によって扶養されるであろう社
会、そういう社会のより良き状態を待ち受
けていることでしょう。8）
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 １．ジェームズ・ミルの「政府論」
　トンプソンの『訴え』は、ジェームズ・ミ
ル（ジョン・ステュアート・ミルの父親）が1820
年に Supplement to the Encyclopedia
Britannicaで著わした「政府論」(Article on
Government)に対する反論として書かれたもの
である。同じ功利主義に立脚しながらトンプソン
とまったく異なる、相対立する結論を主張した
ジェームズ・ミルの思想とロジックとをトンプソン
は厳しく批判したのであるから、ここでは先ず「政
府論」に表われているミルの思想とロジックを簡
潔に見てみよう。
　ミルの「政府論」の意図するところは、産業資
本にとっていかなる政府形態が最良の政府形態
であるかを論証することであった。トンプソンが直
接的な批判の対象として取り上げた「女性参政
権」（女性の政治的権利）の問題は、第8章「代
議政体に必要な資格を確保するために選挙機関
に必要とされるものはなにか」のなかで論及され
ているにすぎないが、「政府論」全体を通じて彼
が真にターゲットとしている論点は、イギリス社会
において勝利しつつある産業資本の政治的支配
の確立であった。ミルは、そのために選挙法を改
正し、一方で新興階級の産業資本家や中産階
級層の選挙権を拡大し、他方で労働者階級の
選挙権を拒否しようとするものであった。ミルは、
この意図を正当化するために「利益包含説」と
いうロジックを用いて、すなわち、1つは民主政
体=代議員制度の確立によって、もう1つは女性
参政権の拒否によって、所期の目的を達成しよう
としたのである。
　ここでミルの「政府論」のロジックを追ってみる9）。
「政府に関する問題は、手段を目的に適応させ
ることについての問題である」。では、政府の目
的とは何か。政府の目的はこれまでさまざまに表
現されてきたが、ロックはそれを「公共善」
(public good)だと言い、他の人は「最大多数

の最大幸福」だと言う。これらの定義はそれはそ
れで正しいが、十分ではない。何故なら、「最大
多数の最大幸福」が何であるかを知るためには、
最大多数を構成する個人の幸福が何であるかを
知らなければならないからである。一般的に言え
ば、人間の状態は苦痛と快楽によって決定され、
幸福は快楽が大きくて苦痛が小さいほど大きい、
と言うことができる。そしてミルは、「政府の任務
は人びとが相互に受けあうところの快楽を最大限
に増大し、苦痛を最小限に減少することである」、
と主張した。政府の「任務」を全うすること、こ
れが政府の「目的」である。
　ミルは、ベンサムがそうしたように、快楽という
主観的感情を数量化する。そこで彼は次のよう
に言う。「われわれの快楽のもっとも多くの手段だ
けでなく、生存の手段をも獲得するためには労働
が必要である。…このことは疑いもなく、政府の
（存在の）第1の原因である。…欲望の対象の
多くが、そして生存の手段でさえ、労働の生産
物であるということが考察されるならば、労働を
確保する手段がすべての基礎として具備されな
ければならない」。要するに、快楽の手段も生存
の手段も労働なしには獲得されないのであるから、
それらの手段が労働生産物であることは明らかで
あり、したがって、政府の｢目的｣あるいは｢任務｣
である「最大幸福」は最大量の労働生産物を獲
得することにあり、そのために最大量の労働が獲
得されなければならない、とミルは言っているの
である。それではどのようにして労働を獲得する
のか。労働を獲得方法には「強制」と「誘引、
すなわち、労働がもたらす利益」とがあるが、前
者は奴隷制の下で適用されるので考察外のもの
であるので、後者の方法に依るしかない。「最大
可能な量の労働を獲得するためには、労働に伴
う利益を最大可能な高さに引き上げなかれならな
い」。しかし、労働の生産物よりも大きな利益を
労働に付することは、他人の労働生産物を強奪
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する以外には不可能であるから、「社会の最大可
能な幸福は、各人の労働の生産物の最大可能
な量を確保することによって達成される」というこ
とになる。ところが、各人は、実際には、自分の
欲望の対象を全部獲得し得るわけではないので、
自分よりも弱いものからそれらを掠奪しようとする。
しかし、そうすることは「社会の最大可能な幸
福」の実現に反する。それ故、掠奪を防止しな
ければならない。そしてこれを防止する方法は
「相互に保護し合うために、一定数の人びとが団
結することである。その目的は、多数の人びとが
結合して、彼らすべてを保護するのに必要な権
力を少数の人に委任するときにもっともよく達成さ
れる」。「これが政府である」。こうして、ミルは、
政府の目的は「社会の最大可能な幸福を達成
すること」であり、そしてその目的のために少数
者に権力を委任することで各人が相互に掠奪を
防止する、とのロジックを展開したのである。この
ロジックで注意すべきは、生産手段をもたない労
働者が生産手段の所有者である資本家と対等に
置かれていることである。生産された労働生産物
は資本家の所有物であるのだから、護られるべき
は明らかに労働者でなく資本家ということになる。
　以上のように政府の目的を定義したミルは、次
に政府がその権力を濫用しないように防止する方
法を検討する。すなわち、社会の構成員を保護
するために権力を委任する方法には、①社会が
構成員の保護を引き受ける（民主政体）、②少
数者の人にその権力を委ねる(貴族政体)、③一
個人にその権力委ねる（君主政体）、という3つ
の場合があるが、各政体にはそれぞれ欠点があ
るものの、結局のところは、③の民主政体がより
良い政府形態であるとする。とはいえ、ルソー的
な直接民主主義を彼は拒否する。何故なら、「人
民は自ら政治権力を行使できない」からである。
それ故、人民は「代議制度」に基づいて「ある
個人に、あるいは一組の個人に」政治的権力を

委任しなければならないのである。そこで次に、
人民は権力を一部の人に委ねるのであるから、
彼らがその権力を濫用しないように、彼らを抑制
しなければならない。では、どのようにして抑制
するのか。人民の代表を選んで抑制機関を構成
することによってである。例えば「イギリスの下
院」が抑制機関に相当する。ただし、この抑制
機関の代表者=代議員は、社会と利害を共にし
ている者でなければならない。社会と利害を共に
する者としての代議員は、社会のために任期を
短縮し、選挙を数多く行ない、世襲制と終身制
を否定する。ここでは、人民が政治的権力を社
会のために一部の者に委任すること、すなわち、
「政府」と、政府の権力濫用を防ぐための抑制
機関、すなわち、「議会」とが対峙するが、「社
会の構成員を保護する」のは抑制機関としての
「議会」である、というロジックを採っている。
　そこで、次に問題になるのが、それでは誰が
「抑制機関の代議員」を選挙するのか、というこ
とである。この場合、選挙権を有する者は1人
であっても少数者であってもならない。最良なの
は「社会そのものが選挙機関であれば、社会の
利益と選挙機関の利益は同一になる」が、それ
は不可能である。そうであるならば、次に考えら
れる次善の選挙方法は、「社会のいかなる部分
の利益が選挙機関の利益と同一であるか」、とい
うことになる。ここに至ると彼のロジックも見透かさ
れる。ミルは、社会の全体ではなく、社会の一
部の者を選挙者にするために、いわゆる「利益
包含説」を主張する。ミルの「政府論」の主要
な意図はここにあったのである。そしてトンプソン
が厳しく批判したのもこの「利益包含説」であっ
た。
　ミルは、「利益包含説」に則って、先ずは選挙
権者の資格を与えられない者を引きだす。「1つ
のことはまったく明白である。すなわち、その利益
が明らかに他の個人の利益に包含されるすべて
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の個人は、不都合なく除かれる、ということであ
る」。これに含まれるのは、その利益が両親に包
含される一定年齢以下の子供と、その利益が父
あるいは夫の利益に包含される女性とである。こ
うして、ミルは、先ず選挙権は成人男子にのみ
与えられることを確認した。そしてさらに、彼はこ
う言うのである。「この必要な資格（選挙権）は、
もっと少数の者のなかに見いだされないかどう
か」、考えなければならない。だがミルは、何故
にもっと少数の者に選挙権を与えなければならな
いのか、その理由について一言も示さない。彼の
「利益包含説」に立てば、その次のロジックの筋
道は当然、「男性の一部を他の男性から区別す
る」ことである。そのために、彼は、男性自身を、
年齢・財産・職業（あるいは生活様式）の3つ
に区別して、選挙権をもつことのできる男性の範
囲を制限するのである。「年齢による制限」につ
いて、相当高くしても差し支えなく、例えば40歳
にならなければ選挙権が与えられないとしても、
社会の他の人びとのためにならない法律が制定さ
れることはほとんどない、と彼は言い切る。「財産
による制限」については、彼は､選挙権の有資格
を低く置くことには弊害はないといえるが、利益が
あるともいえないので、社会的に中位のところに
基準を置くのが良いとする。「職業」（あるいは生
活様式）については、彼は直接言及せずに､階級
（といっても、地主・商工業・専門家の）代議制
度は貴族政治を生みだし、貴族政治の悪政を再
生産するにすぎない、と言うだけである。
要するに、ミルは、「民主政体」を理想的な政府
形態であるとし、旧い封建的な貴族政体・君主
政体を切り捨て、家父長的で独立小生産者的
なルソー的直接民主主義を拒否する代わりに、
新興勢力としての資本家・中産階級の利益を擁
護する代議制度を前提として選挙権の有資格者
を決めるべきだ、と主張したのである。そしてそ
の際に彼の用いたロジックが、成人男子の選挙

権有資格者の範囲を制限するための―つまり、
労働者階級に選挙権を与えないために―女性に
選挙権を与えない「利益包含説」であったので
ある。性による選挙権の制限と財産による選挙権
の制限―これは、近代国家に実際に存在したそ
れである―は、一方が他方を正当化する根拠と
されたのである。しかし、わがトンプソンは、ミル
の、ベンサムよりも後退したこの「選挙権排除・
制限論」を厳しく批判し、女性の政治的権利=
選挙権に基づく経済的独立を主張するのである。

 ２．トンプソンの「政府論」批判
　「利益包含説」によって女性を政治的権利=
選挙権から排除しようとするミルの真の意図は、
たった今見たように、労働者階級を政治的権利
から排除する口実を根づかせ、当然のことだと思
わせることにあった。トンプソンの批判も、結局
は、この点に行き着くのであるが10)、とりわけ彼
は、女性の選挙権を拒否することに厳しい批判
の矢を向ける。トンプソンにとっては、ミルのロジッ
クである「利益包含説」は「人類を2つの道徳
的集団（この「道徳的」とは「社会的」という意
味でもある－中川）に、すなわち、一方は自由と
享受とで飽和し、他方は奴隷の状態、欠乏、侮
辱で飽和する集団に大別する」のは「功利の原
理の誤用」以外の何者でもなかったのである11)。
　そこでトンプソンは、「女性の利益は父あるいは
夫の利益に包含される」、とのミルの「利益包含
説」を3つの観点から批判する。すなわち、①
「男性と女性との間に利益の一致が存在するか」、
②「仮に利益の一致が存在するとしても、そのこ
とが一方の側から政治的権利をはく奪する理由に
なるか」、③「市民的、政治的権利以外に労働
と能力に応じた享受の平等を保障するものがある
か」、である。簡潔に見ていこう。
①について：女性を、(a)夫も父親もいない女性、
(b)父親と一緒に生活している女性、(c)妻、の3
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つのグループに分類し、さらに(a)のグループに
は、(ｱ)父親のいない女性、(ｲ)父親と一緒に生活し
ていない女性、それに(ｳ)未亡人が含まれる。さ
て、(a)のグループであるが、「政府論」は男性
（夫と父）の利益に自分の利益が包含される女
性を「妻と娘」しか挙げていないことから、夫や
父のいないこれらの女性は自分たちの利益を代表
する者をもたないことになり、したがって、彼女た
ちには男性と同様に政治的権利=選挙権が与え
られなければならない。これらの女性を政治的権
利から排除することについて「政府論」はどんな
正当な根拠も示していない。彼女たちは、「男性
との競争」において体力、富、知的技倆のいず
れの点でも不利益を被っているのであるから、当
然、政治的権利を与えられるべきである。トンプ
ソンはさらに、「政府論」のロジックの弱点を衝い
て、利益の代表者をもたない女性の選挙権をミ
ルが認めないのであれば、男性に選挙権を与え
ることについての「政府論」の論拠は崩れる、と
指摘する。何故ならば、男性は利益の代表をも
たないが故に選挙権を与えられることになっている
からである。ミルは、男性間の「利益の不一致」
（すなわち、利益の代表者をもたないこと）を想定
して男性の選挙権を認めているのであるから、
「利益の不一致」というミルの論拠は、当然、「他
の人と利益が一致しない女性」がいれば、彼女
たちに選挙権を与える論拠になり得るのだ､とトン
プソンは言っているのである。このグループの女
性たちは、それ故、積極的に政治的権利=選挙
権が与えられなければならないのである。
　次に(b)のグループであるが、このグループの女
性は「嫡出の娘」と「非嫡出の娘」とに分けら
れる。後者の利益は一般に「ほとんどまったく無
視される」のであるが、無視されない場合でも前
者と「父親の好意と富」をめぐって争うことにな
る。父親が相争う両者の要求に対して「利益の
一致と感情の一致とを有することは明らかに不可

能である」。ましてや、「野卑な世論は、これらの
不幸な子供への同感と利益の一致とを鼓舞する
のではなく、父親の方での疎遠と遺棄とを奨励
するのである」から、なおさら後者は不利な立場
に置かれる。「非嫡出の娘」は、社会の他のどん
な構成員よりも無保護であり、自分の利益の代
表者をもたないのであるから、「政府論」のロジッ
クに従えば、政治的権利を当然与えられることに
なる。また「嫡出の娘」にしても政治的権利が
与えられなければならない。何故ならば、女性と
男性との間の職業、関心の対象、教育それに生
活のあり方などがまったく異なっている状態におい
ては、父と息子との間にこそ利益の一致や包含
があり得ても、父と娘との間には利益の一致や包
含はあり得ないからである。それにしても、娘の
利益はむしろ母親の利益に包含され得るのであっ
て、息子には利益の代表者たる父親がいるにも
かかわらず、息子には政治的権利が認められ、
他方、娘の利益の代表者たる母親には認められ
ないとするのは、娘から政治的権利をはく奪する
論拠となっている「利益包含説」が成り立たない
ことを語っているようなものである。
　この点についてのトンプソンの批判は、女性の政
治的権利をミルが認めようとしないのは、女性か
ら知的教養の機会を取り上げ、女性が「高い地
位の職業」につくことをあきらめさせて、「家庭で
の退屈なきまりきった仕事が女性の世界」である
かのように思わせる、資本家・中産階級の意思
を代弁しているからだと指摘すると同時に、政治
的権利=選挙権のもつ個人的、社会的な意義を
強調しているのである。次のトンプソンの主張は、
傾聴に値するし、功利主義者の面目躍如という
ところである。

　一般的、抽象的幸福などというものは存
在しない。すべての幸福は個人的幸福か
ら成り立っている。個人的幸福への個人
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の正しい要求から個人を惑わすために、
政策家(politicians)、聖職者、政治家
(statesmen)は、国家、教会、国民の栄
光、国富などの利益が常に個々人自身の
個人的利益を意味するかのように、数多く
の不正な表現で人びとをペテンにかけてき
た。この個人的利益は家族のうちの個人
のなかに存在するのである。そこでこそ、
個人的利益は追求されなければならない
のである。…厳密に言えば、ある個人の幸
福が、体質の相異、道徳的、肉体的原
因から、特に肉体がいくつかの点で相異し
ている場合には、他人の幸福に包含され
ることは不可能なのである。12)

　少し解説を加えると、トンプソンはこう言っている
のである。すなわち、支配階級は国富に基づく国
家や教会や国民の栄光が個々人の幸福であるか
のように喧伝するが、被支配者階級の労働者や
女性たちはそれらの栄光も幸福も富も享受してい
なのであるから、両階級の利益の調和などあり得
ないし、したがって、支配階級の言うような「一
般的、抽象的幸福」は労働者や女性には存在
し得ないものである。幸福について言うのであれ
ば、それは「家族のうちの個人のなかに存在す
る」個人的幸福であって、人間一人ひとりの幸
福を求めて個々人は自らの利益を追求するので
あり、そしてその際には、男女の間に職業上の障
害や知的技倆上の障害をおかずに、平等な条
件の下でそうすべきである。したがって、政治的
権利=選挙権も男女の区別なく与えられるべきで
あり、男女の間に存在する自然的、肉体的、生
理的な相異によってだけでも女性は「男性との
競争」において不利益を被るのであるから、それ
以上の人為的障害をつくりだしてはならないので
ある。家族の内部で個人的幸福を追求する、と
いう彼の主張は、「家族は外部のすべての世界

に対立するものとして共通の利益をもつ」からで
あって、家族においては利益が家長に包含され
るとか、家父長と家族の各構成員の利益が一致
するとか、ということを言わんとしているのではな
く13)、あくまでも、幸福は具体的、個人的なもの
であるので、政治的権利も個人的権利として社
会的に確立されなければならない、ということで
ある。換言すれば、政治的権利が個々人の権利
として社会的に確立されるならば、「家族」ある
いは「家族制度」の枠は取り払われるのである。
ただ、現行の社会システムではそれは不可能で
あるから、女性が経済的に独立できる協同コミュ
ニティのシステムの下でそれを実現しよう、とトン
プソンは考えたのである。
　(c)のグループは妻である。彼女たちの場合も事
情は同じである。女性は、結婚するやいなや、成
人女性がそれまでもっていたほんの僅かな市民
的権利も無くなる。長子相続法は、結婚した女
性の財産を夫の財産にする法律であり、これに
よって妻は夫の「動産」に成り下がって夫の命じ
るままに服従せざるを得ない召使になってしまうの
である。事程左様に、夫と妻との間に利益の一
致あるいは利益の包含は決して存在しないのであ
る。
　②について：トンプソンは、このことについて、次
のようなロジックを展開して、「一方の側から政治
的権利をはく奪する理由」は存在しない、と結論
する。すなわち、男女いずれの側に政治的権利
=立法権を行使させた方が人類の利益になるの
か、という問題を設定し、その比較を検討する。
(1)女性が政治的権利を行使する場合―第1に、
女性は体力という点で弱者であるから、女性の
幸福が犠牲にされないために、立法権が強者に
与えられないようにする。ところが、第2に、女
性は排除された男性の利益を無視できない。何
故ならば、男性の優れた体力は（排除されたと
いう）不正義に服従しないからであり、さらには、
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女性は母としては、娘の幸福だけでなく息子の
幸福も促進することに等しく関心を払うからであ
る。第3に、体力においては男性が女性に勝っ
ているが、知性においては女性が男性に勝って
いると思われるので、女性は男性よりも賢明な法
律を作成することに適している。そして第4に、女
性は、体力において男性に劣っているが故に、立
法に際して説得と平和的手段に訴え、侵略戦争
を回避しようとする。(2)男性が政治的権利を行使
する場合―第1に、男性は、女性と違って出産
や育児によって注意を中断させることがないので、
法律制定という重要な関心事に注意を払うことが
できる。第2に、男性は、体力において優れて
いるので、男性のための法律を女性に承認させ
厳守させることができる。第3に、男性にはより
賢明なところがあるので、より賢明な法律を作成
し得る。そして第4に、男性は、活動的である
から、立法に伴う精神的、肉体的に骨の折れる
仕事を十分に遂行し得る。
　トンプソンはこのような比較を検討するのである
が、その際の基準を「すべての人びとに同感し、
すべての人びとの幸福を促進する性向」に置い
て、立法者としては女性は男性よりもかかる性向
を有している、と判断する。彼がここで立法者と
しての男女を比較したのは、男女のいずれが立
法者になろうとも、人類の一部から政治的権利を
奪ったところで社会全体の利益を増進するわけで
はないし、「優れた体力、優れた知性は幸福に
対する平等な権利をより有効なものにする手段の
1つではあるが、その権利を構成し得るものでは
ない」ことを強調するためであった。トンプソンは、
政治的権利には「財産および生命身体の保障と
知的能力の拡充」という2つの意義を認め、そ
のための男女平等を主張し、したがって、仮に男
女の間に利益の一致があるとしても、男女双方
から政治的権利を奪う理由は存在しないことを訴
えたのである。

　③について：トンプソンは次のような問題を設定
する。「女性は、平等な民法と刑法なしに、男性
と平等な幸福の機会を享受し得るか」という設問
と、「女性は、平等な政治上の法律(political
laws)を保有することによる以外に、平等な民法
(civil law)と刑法を制定し、維持する保証をも
ち得るのか」という設問である。トンプソンは、前
者について、個人的競争制度の下では、女性は
「自然的障害」―懐胎の苦痛と育児による活動
の中断―と劣った体力のために、常に男性の平
均的以下しか享受し得ないのであるから、女性に
は男性と平等な民法と刑法が保障されなければ
ならないし、また既存の民法や刑法は女性がも
つべき享受の手段を女性から奪っているので、そ
のような不平等な民法や刑法は廃止されるべき
だ、と主張する。ところで、トンプソン自身は、個
人的競争制度の社会における民法や刑法の平等
という要求のもつ限界を認識していた。彼はこう
強調する。「男性と平等な家庭的権利やその他
の市民的権利を要求する際に、女性は享受の平
等に対してどんな自然的障害の除去も要求しは
しない。女性は自然的障害のどんな代償すらも
要求しない。というのは、そのような代償は現在
の社会機構―個人的競争による労働や活動の機
構―と相容れないからである。それは、多数の人
びとの相互協同の制度によってはじめて女性に与
えられるからである」14)、と。トンプソンは、男女
に対する民法と刑法の平等の要求という問題を
社会システムの変革と並行させて考えていた点
で、ウルストンクラーフトとジョン・ステュアート・
ミルとは異なった視点を際立たせたのである。
　後者の設問に対する回答は、平等な民法も刑
法も平等な政治的権利が保障されなければ、女
性に幸福を保障することができない、というもの
である。換言すれば、政治的権利の裏づけのな
い民法や刑法は、女性に能力に応じた幸福を保
障しないのである。平等な民法と刑法が、これま
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で女性が奪われてきた享受の平等を取り返すも
のであるとすれば、これを保障するものこそ女性
の政治的権利である。「政治的権利の行使は、
民法と刑法の単なる確立以上に多くの幸福の手
段を与える」のである。女性にまで拡大された代
議制度と選挙制度は女性の肉体上の不利益を
補って余りあるものにするだろうし、女性が選挙
権と被選挙権を保有するようになれば、女性の
精神は大いに高められることだろう、とトンプソン
は信じて疑わなかったのである。
　このように、トンプソンは、女性の利益は男性の
利益に包含されないことを立論して、ジェーム
ズ・ミルの意図するところを批判し、女性解放の
第1の目標が女性の政治的権利の獲得にあるこ
とを明確にしつつ、同時に女性解放の第2の目
標は女性の経済的独立を実現すること、しかも
それは相互協同の原理に基礎をおく協同コミュニ
ティにおいて実現することを訴えるのである。そ
れにしても、現在のわれわれにとっても、トンプソ
ンの次の言葉は大いに意味あるものである。

　強い愛情と理性の進歩は、完全な平等
が支配している場合には、利益の同一性
に導き得る。というのは、このような場合に
は、他人に対する権力は、いずれの人の
手にも付与されないのであるから、相互の
尊敬と説得とが意思の調和を引きだすた
めに行使されるに違いないからである。権
力が誰かに与えられるやいなや、利益の
一致を云々するのは言葉の絶対的矛盾で
ある。何故なら、もし一致があるとすれば、
服従を強要する権力は必要ないからであ
る。2人の間での利益の実現の一致を生
みだすためには、第1に他人を害したり、
苦しめたりする一切の権力が両者から等し
く取り去られなければならない。次に、万
事において、各人の幸福を促進すること

が彼らの相互の利益であることをその両者
が認識するように…仁愛と理性が培われ
なければならないのである。15)

　政治的権利を所有する者がその同胞の
男性の政治的権利の平等な所有から排除
するまさにその同じ理由が、彼らをしてす
べての女性を排除しようとさせる理由なの
である16)。

女性解放と協同コミュニティ

　トンプソンはこのようにミルの「政府論」を徹底
して批判したが、トンプソンにとって、女性の政
治的権利の真の実現は女性の経済独立が保障
されてはじめて可能であった。すなわち、女性解
放は経済的独立に基づく女性の政治的権利の確
立に依らなければならないが、それを可能にする
システムこそ協同コミュニティのシステムである、
とトンプソンは考えていた。既に彼は、『富の分配
の原理の研究』において、「相互協同の体制か
ら生じる他の利益は…その制度が男女両性の間
で確立する権利、義務それに享受の正しい平等
である。これは、コミュニティのすべての構成員
のより拡大された平等に包摂される」と述べて、
協同コミュニティにおける男女の経済的平等を主
張した17)。
　前述したように、トンプソンは個人的競争の制
度の下での女性の政治的権利の要求と、した
がってまた経済的平等の要求の限界を認識して
いた。女性が「男性と平等な幸福を追求する際
に障害となる自然的障害の他にどんな追加的な
障害も、どんな人為的な障害も付け加えられて
はならない」、という女性の要求と、「女性はあら
ゆる種類の知識を身に付け、彼女たちの幸福に
役立ち得る心身両面の能力を開花する、男性が
所有しているのと同じ手段を要求している」こと
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は、女性にとって「単純で控え目な要求」であ
るにもかかわらず、個人的競争制度の下では、
そのような要求ですら実現不可能である18)、とト
ンプソンは言う。社会が進歩していくにつれて、
女性がさまざまな職業に就くことを許すはずなの
に、個人的競争制度の下での労働制度はそれ
を許さない。別言すれば、個人的競争制度の下
では女性が労働市場に進出するのを男性は許さ
ず、女性を市場から排除するのである。そのこと
は、現行の社会では女性は生産者として存在で
きないことを意味する。そうであるならば、新しい
相互協同の社会システムに基礎をおく社会を建
設しなければならない。
　トンプソンは、『実践的指針』(1830年)のなか
で、「相互協同という言葉は、コミュニティに参加
する男女がその精神的、肉体的労働を…一般的
利益にもっとも役立つと思われるどんな対象にも自
発的に振り向けようとすること」を意味する19)、と
説明しているのであるが、その相互協同のコミュ
ニティでは私有財産制度と競争制度が廃止さ
れ、一般的利益、すなわち、共同の利益に役立
つすべての有用な能力と労働とが平等に評価さ
れるのである。このコミュニティにおいては、女性
は、男性が女性に依存しないのと同じように、男
性に依存しないのである。ここでは、女性も男性
と同じように生産者として社会的労働に参加し、
その成果を社会的に享受し得るのである。私有
財産制度が廃止されているのであるから、男性
が個人的富を所有することがなく、したがって、
男性の優れた体力は功利の正当な水準まで引き
下げられるのである―「男性であろうと女性であ
ろうと、同じ結果を伴う行為は是認と否認の同じ
部分を伴う」20)、これである。かくしてここは、「女
性の幸福のための真の安息所」になる。かくして
また、相互協同のコミュニティにおいて、女性は
生産者として独立し、経済的独立を実現するの
である。

　トンプソンには、もう1つ解決すべき問題があっ
た。既存の家族制度と結びついていた家事労
働、出産・育児といった男性にはない女性の負
担をどうするか、という問題であった。先に言及
したが、トンプソンは、家族を、外部世界に対立
するものとして共通の利益をもつにすぎず、家族
の各構成員もお互いに独自の利益をもつと考えて
いた。しかし、協同コミュニティにおいては人びと
の間で「利益の同一性」が実現するのであるか
ら、「家族」という枠は取り払われることになる。
「個人的家族制度」は、個人的富の追求によっ
て必然化されるのであるから、個人的富の追求
が否定され、存在しない相互協同のコミュニティ
にあっては、当然解体されるべきものであった。
保育・育児・教育、高齢者のケア、炊事やそ
の他の家事労働などの労働は社会化されて、コ
ミュニティの費用で賄われ、出産さえもコミュニ
ティの費用で賄われるのである。
　こうして、トンプソンは、ミルの「政府論」批判
を通じて女性の政治的権利とそれを支える経済
的独立を実現する道筋を明らかにし、相互協同
のコミュニティこそがその最良のシステムを提供
することを主張した。彼の「訴え」は、やがて協
同組合運動における女性の権利に行き着くことに
なるのである。「イギリス女性解放思想」に残し
たウィリアム･トンプソンの非常に大きな業績はイ
ギリス協同組合運動のなかで生かされていくこと
になるのであるが、それでも、世の男性たちの「反
女性解放思想」は頑迷で、今度そしてその次
も、女性解放の仕事は、協同組合運動の世界
においてさえ、女性自身が奮闘することになるの
である。そして現在でも、ミルの「政府論」と同
じようなことを無定見に言い触らす男性がしばし
ば目撃される。トンプソンの「訴え」から175年
ほど経つというのに。
（これで次回は協同組合コングレスとレディ・バイ
ロンについて語ることができる。）
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